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は
じ
め
に

「
上
邪
」
は
、
沈
約
が
編
ん
だ
『
宋
書
楽
志
』
所
載
「
漢
鼓
吹
鐃
歌
十
八
曲
」
の
第
十
五
首
で
あ
る
。
従
来
「
漢
鼓
吹
鐃
歌
十
八
曲
」

は
難
解
と
さ
れ
、
多
く
の
解
釈
が
試
み
ら
れ
て
き
た
が
、
い
ま
だ
定
説
は
な
く
、
第
十
五
首
「
上
邪
」
も
同
様
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ

れ
ま
で
の
研
究
を
基
に
、「
上
邪
」
が
い
か
に
し
て
生
ま
れ
、
ど
の
よ
う
に
伝
播
し
た
の
か
、
そ
の
背
景
を
明
ら
か
に
し
、
内
容
解
明
の

基
礎
の
確
立
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

一　
「
上
邪
」
の
解
釈
史
に
つ
い
て

「
上
邪
」
の
原
文
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

上
邪
、 　
　
　
　
　
　
　
　

上
邪
、

我
欲
與
君
相
知
、 　
　
　
　

我
れ
君
と
相
知
り
、

長
命
無
絶
衰
。　
　
　
　
　

長
命
絶
え
衰
ふ
る
こ
と
無
か
ら
ん
と
欲
す
。

山
無
陵
、
江
水
爲
竭
、 　
　

山
に
陵
無
く
し
て
、
江
水
爲
め
に
竭
き
、

冬
雷
震
震
、
夏
雨
雪
、 　
　

冬
雷
震
震
と
し
て
、
夏
に
雪
雨
り
、

潘

尭

漢
代
の
災
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天
地
合
、
乃
敢
與
君
絶
。　

天
地
合
し
て
、
乃
ち
敢
え
て
君
と
絶
た
ん
。

一
般
に
鐃
歌
は
、
軍
楽
と
さ
れ
、
内
容
も
戦
争
に
関
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
「
上
邪
」
を
含
む
『
宋
書
楽
志
』
に

採
録
さ
れ
る
鼓
吹
鐃
歌
十
八
首
は
、
い
ず
れ
も
漢
代
の
軍
楽
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
は
、
以
下
に
示
す
二
つ
の
理
由

か
ら
疑
う
者
も
い
る
。
ま
ず
、「
漢
鼓
吹
鐃
歌
十
八
曲
」
の
中
に
は
、
軍
旅
と
は
異
な
る
テ
ー
マ
の
詩
が
含
ま
れ
、
い
わ
ゆ
る
鐃
歌
の
性

質
と
は
相
違
す
る
点
で
あ
る
。
蕭
滌
非
は
、
思
想
的
内
容
を
根
拠
に
、「
漢
鼓
吹
鐃
歌
十
八
曲
」
は
、
巡
幸
の
詩
、
符
瑞
の
詩
、
武
功
の

詩
、
戦
争
の
詩
、
愛
情
の
詩
の
五
種
に
分
け
ら
れ
る
、
と
す
る（

１
）。

次
に
、「
漢
鼓
吹
鐃
歌
十
八
首
」
が
『
史
記
』、『
漢
書
』
な
ど
両
漢
魏

晋
時
代
の
文
献
中
に
は
見
え
ず
、
南
斉
の
『
宋
書
楽
志
』
に
至
っ
て
載
せ
ら
れ
た
点
へ
の
疑
義
が
あ
る
。
陳
本
礼
は
「
按
今
所
傳
鐃
歌

十
八
曲
、
不
盡
軍
中
樂
、
其
詩
有
諷
、
有
頌
、
有
祭
祀
樂
章
、
其
名
不
見
於
『
史
記
』、
亦
不
見
於
『
漢
書
』、
惟
『
宋
書
樂
志
』
有
之
、

似
漢
雜
曲
、
曆
魏
晉
傳
訛
、『
宋
書
』
搜
羅
遺
佚
、
遂
統
名
之
曰
「
鐃
歌
」
耳
。（
今
日
伝
承
さ
れ
る
「
鐃
歌
十
八
曲
」
は
、
軍
中
の
曲

を
完
全
に
反
映
し
て
い
な
い
。
詩
に
は
風
刺
、
賛
美
、
祭
祀
の
楽
章
が
あ
る
が
、
そ
の
名
は
『
史
記
』
に
も
『
漢
書
』
に
も
見
当
た
ら

ず
、『
宋
書
楽
志
』
に
の
み
記
載
さ
れ
る
。
漢
の
雑
曲
の
よ
う
な
も
の
が
魏
晋
の
間
に
訛
っ
て
伝
承
さ
れ
、
そ
の
遺
物
を
『
宋
書
』
が
拾

い
集
め
て
「
鐃
歌
」
と
総
称
し
た
の
で
あ
る
。）」
と
述
べ
た（

２
）。
漢
代
か
ら
数
百
年
を
経
て
初
め
て
『
宋
書
』
に
出
現
す
る
と
い
う
時
間

的
隔
絶
の
事
実
か
ら
、「
漢
鼓
吹
鐃
歌
十
八
首
」
が
果
た
し
て
本
当
に
漢
代
の
作
な
の
か
疑
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
上
を
要
す
る
に
、
学

術
史
上
の
『
宋
書
楽
志
』
に
対
す
る
疑
問
は
、「
漢
鼓
吹
鐃
歌
十
八
首
」
が
漢
代
の
作
な
の
か
、
そ
し
て
真
の
軍
楽
で
あ
っ
た
の
か
、
と

い
う
二
点
に
あ
る（

３
）。
と
は
い
え
、
沈
約
の
時
代
よ
り
「
上
邪
」
を
含
む
鼓
吹
鐃
歌
十
八
首
は
、
一
貫
し
て
漢
代
に
作
ら
れ
る
軍
楽
だ
と

見
ら
れ
て
き
た
。
仮
に
後
世
の
偽
作
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
時
期
は
劉
宋
以
前
と
な
る
。

「
漢
鼓
吹
鐃
歌
十
八
首
」
の
難
解
さ
は
、
歴
代
の
研
究
者
の
ほ
ぼ
共
通
認
識
で
あ
る
。
厳
羽
は
「
漢
詩
不
可
讀
者
、
莫
如
「
巾
舞
」「
鐸

舞
」
二
歌
。
又
「
鐃
歌
」
之
「
將
進
酒
」「
芳
樹
」「
石
流
」
等
篇
、
使
人
讀
之
茫
然
。
若
「
朱
鷺
」「
雉
子
班
」「
艾
如
張
」「
思
悲
翁
」

「
上
之
回
」
等
、
只
是
二
三
句
可
解
、
豈
非
歳
久
文
字
舛
訛
而
然
邪
。（
漢
詩
の
中
で
、「
巾
舞
」
と
「
鐃
舞
」
の
二
つ
が
最
も
難
し
く
、

ま
た
、「
鐃
歌
」
の
「
将
進
酒
」、「
芳
樹
」、「
石
流
」
も
、
読
む
と
人
を
茫
然
さ
せ
る
。「
朱
鷺
」、「
雉
子
班
」、「
艾
如
張
」、「
思
悲
翁
」、

「
上
之
回
」
な
ど
が
、
二
、
三
句
し
か
理
解
で
き
な
い
の
は
、
長
い
年
月
の
間
に
生
じ
た
文
字
の
誤
り
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。）」
と
言

う（
４
）。
こ
の
よ
う
に
詩
句
の
晦
渋
さ
は
、
解
釈
の
障
害
と
な
っ
て
き
た
。
実
際
、
沈
約
も
『
宋
書
』
編
纂
に
あ
た
り
同
様
の
感
を
持
っ
た
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よ
う
で
、「
今
樂
府
鐃
歌
、
校
漢
魏
舊
曲
、
曲
名
時
同
、
文
字
永
異
、
尋
文
求
義
、
無
一
可
了
、
不
知
今
之
鐃
章
、
何
代
曲
也
（
現
在
の

楽
府
の
鐃
歌
は
、
漢
魏
の
古
い
曲
に
比
べ
て
、
曲
名
は
当
時
と
同
じ
で
も
言
葉
は
永
い
間
に
異
な
り
、
文
義
を
求
め
て
も
全
く
理
解
で

き
な
い
。
今
の
鐃
章
が
い
つ
の
時
代
の
曲
な
の
か
分
か
ら
な
い
。）」
と
嘆
い
て
い
る
。

し
か
し
、
難
解
な
「
漢
鼓
吹
鐃
歌
十
八
首
」
の
中
に
あ
っ
て
、「
上
邪
」
は
言
葉
の
平
易
さ
か
ら
比
較
的
分
か
り
や
す
い
詩
歌
の
一
つ

と
さ
れ
て
き
た
。

言
葉
は
素
朴
で
、
文
脈
も
通
じ
て
お
り
、
難
解
な
部
分
は
殆
ど
な
い
。
許
学
夷
は
「
漢
人
楽
府
雜
言
有
鐃
歌
十
八
曲
、
中
多
警
絶
之

語
、
但
全
篇
多
難
解
、
及
迫
詰
屈
曲
者
、
或
謂
有
缺
文
斷
簡
、
或
謂
曲
調
之
遺
聲
、
或
謂
兼
正
辭
填
調
大
小
混
錄
、
其
意
義
明
瞭
僅
十

二
三
耳
。（
中
略
）
中
惟
「
上
陵
」「
君
馬
黃
」「
有
所
思
」「
上
邪
」「
臨
高
臺
」
五
篇
稍
可
讀
。（
漢
人
の
楽
府
雑
言
に
は
「
鉦
歌
十
八

曲
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
中
に
は
警
め
や
鮮
や
か
な
表
現
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
は
解
読
が
難
し
い
部
分
も

多
い
。
さ
ら
に
、
詰
問
さ
れ
る
と
曲
の
内
容
に
欠
け
た
文
や
断
片
が
あ
る
と
い
う
説
や
、
曲
の
調
子
や
歌
声
が
失
わ
れ
た
と
い
う
説
、

正
し
い
言
葉
を
調
べ
に
合
わ
せ
て
大
小
ま
じ
え
て
録
し
た
と
い
う
説
も
あ
る
。
明
確
な
意
味
を
理
解
で
き
る
の
は
ご
く
一
部
に
過
ぎ
な

い
が
、
そ
の
中
で
「
上
陵
」「
君
馬
黄
」「
有
所
思
」「
上
邪
」「
臨
高
台
」
な
ど
五
篇
は
や
や
読
み
取
り
や
す
い
と
さ
れ
て
い
る
。）」
と

言
っ
た（

５
）。
こ
の
よ
う
に
「
上
邪
」
は
、
読
解
の
容
易
な
漢
代
鐃
歌
の
一
つ
と
見
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

「
上
邪
」
は
、
言
葉
の
平
易
さ
か
ら
、
解
釈
に
つ
い
て
殆
ど
異
論
が
な
く
、
従
来
誓
い
の
詩
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
詩
の
内
容
は
、
次

の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

①
我
が
君
よ
、
わ
た
し
は
君
と
相
知
る
関
係
と
な
り
、
命
を
長
ら
え
、
永
遠
に
心
変
わ
り
の
な
い
こ
と
を
望
む
。

② 

山
に
峰
が
な
く
な
っ
た
た
め
川
の
水
が
尽
き
、
冬
に
雷
が
鳴
り
夏
に
雪
ふ
る
変
異
が
現
わ
れ
、
天
と
地
と
が
合
し
て
一
つ
に
な

る
ほ
ど
の
天
変
地
異
が
生
じ
た
ら
、
そ
の
と
き
こ
そ
思
い
切
っ
て
君
と
の
仲
も
絶
と
う
。

要
す
る
に
、
詩
の
基
本
的
な
意
味
は
、
私
は
君
と
永
遠
に
い
る
と
誓
い
、
五
つ
の
天
変
地
異
が
現
れ
な
い
限
り
そ
の
関
係
を
断
た
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
上
邪
」
の
解
明
の
上
で
、
こ
れ
ま
で
「
我
」
と
「
君
」
の
具
体
的
な
意
味
に
理
解
の
重
点
が
置
か
れ
て
き
た
。

「
我
」
と
「
君
」
と
が
一
体
何
を
指
し
て
い
る
の
か
、
確
証
が
な
い
た
め
、
お
の
お
の
推
測
の
も
と
、
二
つ
の
考
え
が
生
じ
た
。

一
つ
は
、
臣
子
が
皇
帝
に
忠
心
を
示
す
詩
で
あ
る
と
の
理
解
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。「
我
」
は
臣
子
で
、「
君
」
は
皇
帝
と
す
る
。
陳

漢
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祚
明
は
「
人
臣
之
死
、
不
變
之
心
、
何
凛
凛
也
。「
山
無
陵
」
數
句
、
凡
五
事
疊
語
、
参
錯
離
奇
、
初
不
排
。「
天
地
合
」
三
字
、
尤
奇
。

（
人
臣
は
死
に
至
る
ま
で
、
忠
誠
心
が
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。「
山
無
陵
」
の
句
は
、
重
韻
語
が
五
つ
使
わ
れ
て
お
り
、
一
見
す
る
と
整

然
と
し
て
い
な
い
。「
天
地
合
」
の
三
字
は
、
特
に
奇
妙
で
あ
る
。）」
と
言
う（

６
）。

陳
氏
は
臣
子
の
裏
切
り
と
、
生
じ
得
な
い
五
つ
の
異
常

現
象
を
結
び
付
け
る
こ
と
を
通
し
て
臣
子
が
常
に
皇
帝
を
裏
切
ら
な
い
と
説
明
す
る
。
そ
れ
以
降
の
解
釈
は
、
基
本
的
に
こ
の
説
を
踏

襲
す
る
。
例
え
ば
、
張
玉
穀
は
「
此
陳
忠
心
于
上
之
詩
。（
こ
の
詩
は
忠
誠
心
を
上
に
示
す
も
の
で
あ
る
。）」
と
述
べ
た（

７
）。

魏
源
は
「
忠

臣
矢
心
許
國
、
其
被
讒
自
誓
之
詞
歟
？
廪
廪
然
、
烈
烈
然
、
而
莊
氏
謂
男
慰
女
之
詞
、
爲
不
稱
矣
。（
こ
れ
は
忠
臣
の
愛
国
心
を
表
現
し

た
が
、
中
傷
に
遭
っ
た
詩
で
あ
る
。
し
か
し
荘
氏
は
こ
れ
を
男
女
が
お
互
い
に
慰
め
合
う
詩
だ
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
解
で
あ

る
。）」
と
言
っ
た（

８
）。
増
田
清
秀
も
こ
れ
と
同
様
の
見
解
を
持
っ
た（

９
）。
こ
の
よ
う
に
、
従
来
、「
上
邪
」
の
詩
の
主
旨
は
、
臣
子
の
忠
誠
心

と
す
る
考
え
方
が
主
流
で
あ
る
。

一
方
、「
上
邪
」
を
男
女
の
愛
情
を
表
す
詩
と
す
る
説
が
あ
る
。
こ
の
説
を
最
初
に
提
出
し
た
の
は
、
荘
述
祖
で
あ
る
。
荘
氏
は
『
漢

鐃
歌
句
解
』
で
「
上
邪
」
と
「
有
所
思
」
を
合
わ
せ
て
解
釈
し
、「
男
女
が
互
い
に
語
り
か
け
る
詞
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
こ
の
説
に
鈴

木
修
次
が
賛
同
し
た（

（1
（

。
荘
氏
の
見
解
は
、
伝
統
的
な
見
方
の
者
た
ち
に
批
判
さ
れ
た
が
、
二
十
世
紀
初
頭
の
新
文
化
運
動
以
降
、
主
流

と
な
っ
た
。
梁
啓
超
は
「
上
邪
は
、
感
情
が
沸
点
に
ま
で
高
ま
る
恋
の
歌
で
あ
る
」
と
評
価
し
た（

（1
（

。
余
冠
英
は
「
上
邪
の
意
味
は
、
天

に
誓
い
、
愛
情
の
不
変
性
と
永
遠
性
を
表
し
て
い
る
。
高
山
が
平
地
に
な
り
、
河
川
が
尽
き
、
冬
に
雷
が
鳴
り
夏
に
雪
降
り
、
天
と
地

が
融
合
す
る
と
い
っ
た
、
起
こ
り
え
な
い
自
然
現
象
が
す
べ
て
生
じ
な
い
限
り
、
私
は
あ
な
た
と
縁
を
切
る
こ
と
は
な
い
。」
と
考
え

た（
（1
（

。
結
果
的
に
、
現
在
、
学
界
や
文
学
史
に
興
味
を
持
つ
人
々
に
「
上
邪
」
は
、
男
女
の
愛
情
を
テ
ー
マ
と
し
た
詩
と
し
て
広
く
受
け

入
れ
ら
れ
、
周
知
さ
れ
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

上
記
の
「
上
邪
」
の
解
釈
史
を
整
理
す
る
と
、
次
の
こ
と
が
わ
か
る
。
第
一
に
、「
上
邪
」
は
、
平
易
で
、
清
朝
ま
で
の
解
釈
は
、
基

本
的
に
文
字
通
り
の
意
味
に
と
ど
ま
る
解
釈
で
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、「
私
」
は
「
君
」
と
の
関
係
に
お
い
て
、
五
つ
の
実
現
不

可
能
な
出
来
事
を
結
び
つ
け
、「
私
」
と
「
君
」
と
の
関
係
は
永
遠
に
途
絶
え
な
い
忠
誠
を
誓
う
作
品
と
み
な
さ
れ
た
。
第
二
に
、
詩
の

趣
旨
に
関
し
て
、
お
よ
そ
新
文
化
運
動
以
降
、
新
た
な
見
解
が
形
成
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
男
女
が
互
い
に
愛
情
を
語
る
詩
と
み
な
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
解
釈
の
相
違
の
鍵
と
な
る
の
は
、「
私
」
と
「
君
」
と
の
指
向
の
違
い
に
あ
る
。
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第
一
部
分
の
「
私
」
及
び
「
君
」
を
変
数
と
見
な
す
と
、
一
部
の
人
々
は
「
臣
」
お
よ
び
「
君
」、
他
の
人
々
は
「
男
」
お
よ
び
「
女
」

と
理
解
す
る
。
次
に
、
第
二
部
分
の
五
つ
の
自
然
現
象
を
定
数
と
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
大
半
の
解
釈
は
発
生
不
可
能
な
自
然
現
象
と

し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
自
然
現
象
が
、「
上
邪
」
の
基
本
的
な
解
釈
の
方
向
性
と

枠
組
み
を
決
定
し
、「
私
」
と
「
君
」
と
の
関
係
が
永
遠
に
途
切
れ
な
い
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
変
数
」
が
異
な
っ
て
も
、
基

本
的
な
枠
組
み
の
下
で
解
釈
が
さ
ら
に
深
ま
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
点
が
、
永
遠
に
途
切
れ
な
い
関
係
の
具
体
的
な
対
象
な

の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
第
二
部
分
の
「
定
数
」
で
あ
る
「
山
無
陵
」、「
江
水
竭
」、「
冬
雷
」、「
夏
雪
」、「
天
地
合
」
の
五
つ
の
事
象
の
理
解

は
、
詩
の
多
様
な
解
釈
の
出
発
点
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
五
つ
の
事
象
が
、
本
当
に
従
来
の

説
の
よ
う
な
実
現
不
可
能
な
自
然
現
象
で
あ
る
の
か
、
と
り
わ
け
、
こ
の
詩
が
生
ま
れ
た
時
代
、
漢
魏
時
代
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ

た
の
か
、
疑
念
が
残
る
。
実
の
と
こ
と
、
こ
れ
ら
の
解
釈
は
非
常
に
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
関
連
す
る
根
拠

や
理
由
が
提
示
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
疑
問
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

二　
「
山
無
陵
、
江
水
爲
竭
」
考

「
上
邪
」
は
本
当
に
軍
楽
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
、
と
り
あ
え
ず
置
い
て
お
く
。
し
か
し
確
か
な
こ
と
は
、「
上
邪
」
は
劉
宋
時
代

に
は
漢
代
に
由
来
す
る
銅
鐸
の
歌
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
最
も
保
守
的
な
観
点
か
ら
で
も
、
漢
か
ら
劉
宋
時
代
ま
で
の
詩
と
見

な
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
漢
魏
晋
宋
時
代
が
「
上
邪
」
の
創
造
、
伝
播
、
理
解
の
時
代
的
文
化
背
景
を
構
成
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、「
上
邪
」
に
現
れ
る
五
つ
の
現
象
を
当
時
の
歴
史
的
な
文
脈
に
戻
し
、
そ
れ
ら
の
具
体
的
な
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
は
、

「
上
邪
」
の
解
釈
を
確
か
な
基
盤
の
上
に
築
く
こ
と
が
で
き
る
。

最
初
に
解
決
す
べ
き
問
題
は
、「
山
無
陵
」
と
「
江
水
爲
竭
」
が
漢
魏
晋
宋
時
代
に
一
般
的
に
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。「
山
無
陵
」
は
言
わ
ば
、「
山
陵
」
の
否
定
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
山
陵
」
の
状
態
の
否
定
と
理
解
で
き
る
。
即
ち
、「
山

陵
」
が
崩
壊
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
山
が
崩
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。「
江
水
爲
竭
」
は
、
江
水
が
尽
き
る
こ
と
を
指
す
。
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「
山
陵
」
の
崩
壊
と
「
江
水
」
の
枯
渇
が
連
続
し
て
使
用
さ
れ
る
場
合
、
こ
れ
は
漢
魏
晋
宋
時
代
の
災
異
の
表
現
体
系
に
お
け
る
一
般

的
な
表
現
方
法
で
あ
り
、
固
有
の
隠
さ
れ
た
意
味
を
持
つ
用
語
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
山
が
崩
れ
、
江
の
水
が
尽
き
る
と
い
う
表
現

は
、
最
初
に
『
国
語
』
周
語
上
に
記
さ
れ
て
い
る
伯
陽
父
の
幽
王
二
年
の
西
周
時
代
に
お
け
る
三
川
皆
震
の
現
象
の
解
釈
に
遡
る
こ
と

が
で
き
る
。

 

幽
王
二
年
、
西
周
三
川
皆
震
。
伯
陽
父
曰
、
周
將
亡
矣
。（
中
略
）
陽
失
而
在
陰
、
川
源
必
塞
、
源
塞
、
国
必
亡
。
夫
水
、
土
演

而
民
用
也
。
土
無
所
演
、
民
乏
財
用
、
不
亡
何
待
。
昔
伊
洛
竭
而
夏
亡
、
河
竭
而
商
亡
。
今
周
德
若
二
代
之
季
矣
、
其
川
源
又
塞
、

塞
必
竭
。
夫
国
必
依
山
川

4

4

4

4

4

4

、
山
崩
川
竭

4

4

4

4

、
亡
之
徴
也

4

4

4

4

、
川
竭
山
必
崩

4

4

4

4

4

。（
中
略
）
是
歲
也
、
三
川
竭
、
岐
山
崩
。
十
一
年
、
幽
王
乃

滅
、
周
乃
東
遷
。

 

幽
王
の
二
年
、
西
周
の
三
川
皆
震
う
。
伯
陽
父
曰
く
、
周
将
に
亡
び
ん
と
す
。（
中
略
）
陽
失
い
て
陰
に
在
れ
ば
、
川
源
必
ず
塞

が
り
、
源
塞
が
れ
ば
国
必
ず
亡
ぶ
。
夫
れ
水
土
は
演
い
て
民
用
ふ
。
水
土
演
ふ
所
無
け
れ
ば
、
民
財
用
に
乏
し
く
、
亡
び
ず
し
て

何
を
待
た
ん
。
昔
伊
洛
竭
き
て
夏
亡
び
、
河
竭
き
て
商
亡
ぶ
、
今
周
徳
二
代
の
季
の
若
し
。
其
の
川
源
又
塞
が
り
、
塞
が
れ
ば
必

ず
竭
き
ん
。
夫
れ
国
は
必
ず
山
川
に
依
る
、
山
崩
れ
川
竭
く
る
は
、
亡
び
る
こ
と
の
徵
な
り
。
川
竭
き
れ
ば
、
山
必
ず
崩
れ
ん
、

と
。（
中
略
）
是
の
歳
、
三
川
竭
き
、
岐
山
崩
る
。
十
一
年
、
幽
王
乃
ち
滅
び
、
周
乃
ち
東
遷
す
。

伯
陽
父
に
と
っ
て
、
山
と
川
は
国
家
の
支
柱
で
あ
り
、
そ
の
状
態
と
国
家
の
存
亡
と
の
間
に
は
何
ら
か
の
対
応
関
係
が
存
在
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
山
が
崩
れ
、
川
が
枯
れ
る
と
い
う
状
況
が
現
れ
る
と
、
国
家
の
滅
亡
を
示
唆
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
か

つ
て
、
伊
水
と
洛
水
が
枯
れ
、
夏
朝
が
そ
れ
に
続
い
て
滅
び
た
。
黄
河
が
枯
れ
、
商
朝
も
ま
た
そ
れ
に
続
い
て
滅
び
た
。
現
在
も
同
様

に
、
岐
山
が
崩
れ
、
三
川
、
即
ち
涇
水
・
渭
水
・
洛
水
が
枯
れ
る
と
、
伯
陽
父
は
こ
れ
を
基
に
し
て
西
周
が
ま
も
な
く
滅
び
る
と
予
測

し
た
。
伯
陽
父
に
よ
る
幽
王
二
年
（
紀
元
前
七
九
四
年
）
の
三
川
竭
と
岐
山
崩
に
関
す
る
論
述
は
、
前
漢
の
陰
陽
災
異
学
説
に
お
い
て

山
崩
川
竭
の
解
釈
の
古
典
的
か
つ
基
盤
と
な
る
も
の
と
な
っ
た
。
山
崩
と
川
竭
は
、
非
常
に
深
刻
な
災
異
現
象
と
し
て
理
解
さ
れ
、
国

家
の
滅
亡
を
示
唆
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

山
崩
川
竭
が
発
生
す
る
と
、
君
主
や
政
府
は
直
ち
に
対
策
を
講
じ
、
国
家
統
治
の
中
で
犯
し
た
過
ち
を
補
う
必
要
が
あ
る
。
前
漢
時

代
、
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
る
巡
察
四
方
の
刺
史
に
と
っ
て
、
重
要
な
任
務
の
一
つ
は
山
崩
れ
水
乾
き
の
現
象
を
捜
し
報
告
す
る
こ
と
で
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あ
っ
た
。『
漢
書
百
官
公
卿
表（
（1
（

』
に
は
「
武
帝
元
封
五
年
初
置
部
刺
史
、
掌
奉
詔
條
察
州
。（
武
帝
元
封
五
年
（
前
一
〇
六
）、
初
め
て
部

刺
史
を
置
き
、
詔
条
（
六
条
詔
書
）
を
奉
じ
て
州
を
督
察
す
る
こ
と
を
掌
ら
せ
た
。）」
と
あ
り
、
顔
師
古
は
『
漢
官
典
職
儀
』
を
引
用

し
て
「
刺
史
班
宣
、
周
行
郡
国
、
省
察
治
狀
、
黜
陟
能
否
、
斷
治
冤
獄
、
以
六
條
問
事
。（
中
略
）
三
條
（
中
略
）
山
崩
石
裂
。（
刺
史

が
宣
諭
し
、
郡
国
を
巡
行
し
、
統
治
の
状
況
を
監
察
し
、
有
能
者
・
無
能
者
を
昇
降
さ
せ
、
冤
罪
を
審
理
す
る
際
に
は
、「
六
条
詔
書
」

に
よ
っ
て
事
案
を
審
問
し
た
。（
中
略
）
第
三
条
（
中
略
）
山
崩
れ
や
地
割
れ
が
起
こ
る
と
、
災
害
の
前
兆
だ
と
言
っ
た
り
デ
マ
を
流
し

た
り
す
る
も
の
）」
と
あ
る
。
山
崩
れ
は
刺
史
の
地
方
巡
察
の
六
つ
の
任
務
の
う
ち
の
三
番
目
で
あ
っ
た
。
山
崩
れ
の
異
変
は
非
常
に
重

要
で
、
国
家
の
存
亡
や
政
権
の
交
代
に
直
結
す
る
た
め
、
政
府
は
怠
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
山
崩
渇
水
は
漢

代
社
会
で
非
常
に
注
目
さ
れ
、
多
く
の
人
々
に
知
ら
れ
て
い
る
出
来
事
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

前
漢
時
代
に
は
、
何
度
も
山
崩
や
渇
水
な
ど
の
自
然
現
象
が
発
生
し
た
。
そ
の
中
で
も
最
も
深
刻
な
一
例
は
成
帝
の
時
代
に
起
き
た
。

『
漢
書
五
行
志
』
に
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

 

成
帝
河
平
三
年
（
紀
元
前
二
六
年
）
二
月
丙
戌
、
犍
爲
柏
江
山
崩
、
捐
江
山
崩
、
皆
廱
江
水
、
江
水
逆
流
壞
城
、
殺
十
三
人
、

地
震
積
二
十
一
日
、
百
二
十
四
動
。
元
延
三
年
（
紀
元
前
十
年
）
正
月
丙
寅
、
蜀
郡
岷
山
崩
、
廱
江
、
江
水
逆
流
、
三
日
乃
通
。

（
中
略
）
其
後
三
世
亡
嗣
、
王
莽
簒
位
。（
成
帝
の
河
平
三
年
二
月
丙
戌
に
、
犍
爲
郡
の
柏
江
で
山
が
崩
れ
、
捐
江
で
も
山
が
崩

れ
、
い
ず
れ
も
揚
子
江
の
水
を
塞
ぎ
、
江
の
水
が
逆
流
し
て
城
を
壊
し
、
十
三
人
を
殺
し
、
地
震
は
二
十
一
日
つ
づ
き
、
百
二
十

四
回
震
動
し
た
。
元
延
三
年
正
月
丙
寅
、
蜀
郡
の
岷
山
が
崩
れ
て
江
を
塞
ぎ
、
江
の
水
が
逆
流
し
、
三
日
た
っ
て
よ
う
や
く
通
じ

た
。（
中
略
）
そ
の
後
三
世
で
世
嗣
を
失
い
、
王
莽
が
位
を
簒
奪
し
た
。）

班
固
は
、
河
平
三
年
と
元
延
三
年
に
発
生
し
た
山
崩
れ
水
逆
の
事
件
を
、
前
漢
の
滅
亡
の
前
兆
と
捉
え
、
そ
れ
は
ま
も
な
く
漢
政
権
が

王
莽
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
こ
と
を
予
示
し
て
い
る
と
理
解
し
た
。

後
漢
の
班
固
の
こ
の
解
釈
は
、
い
わ
ゆ
る
「
神
の
視
点
」
を
採
用
し
て
山
が
崩
れ
川
が
干
上
が
り
、
そ
し
て
前
漢
政
権
の
崩
壊
と
い

う
歴
史
的
因
果
関
係
を
強
く
に
結
び
つ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
山
が
崩
れ
川
が
干
上
が
る
現
象
を
二
度
経
験
し
た
人
物
で
あ
る
劉
向
は
、

直
ち
に
成
帝
に
警
告
を
発
し
た
。『
漢
書
劉
向
伝
』
に
は
、「
向
爲
人
簡
易
無
威
儀
、
廉
靖
楽
道
、
不
交
接
世
俗
、
專
積
思
於
經
術
、
晝

誦
書
傳
、
夜
觀
星
宿
、
或
不
寐
達
旦
。
元
延
中
、
星
孛
東
井
、
蜀
郡
岷
山
崩
雍
江
。
向
惡
此
異
、
語
在
『
五
行
志
』。（
向
は
人
柄
が
簡
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易
で
、
威
厳
に
と
ぼ
し
く
、
心
が
清
く
や
す
ら
か
で
道
を
楽
し
み
、
世
俗
と
交
際
せ
ず
、
経
学
に
専
念
し
、
昼
は
書
き
伝
え
ら
れ
た
書

籍
を
誦
読
し
、
夜
は
星
座
を
観
察
し
、
寝
な
い
で
明
け
方
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
元
延
年
間
、
東
井
に
彗
星
が
あ
ら
わ
れ
、
蜀
郡
の

岷
山
が
崩
れ
て
長
江
の
水
を
塞
い
だ
。
向
は
こ
れ
ら
の
異
変
を
忌
み
き
ら
っ
た
が
、
そ
の
委
細
は
『
五
行
志
』
に
あ
る
）」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
劉
向
は
社
交
活
動
を
ほ
と
ん
ど
断
ち
切
り
、
星
象
の
観
察
と
経
典
の
研
究
に
全
力
を
注
い
だ
。
劉
向
は
陰
陽
や
災
異
の
学
問
に

精
通
し
て
お
り
、『
漢
書
五
行
志
』
で
は
、
劉
向
が
具
体
的
な
災
異
現
象
に
対
し
て
提
案
し
た
異
な
る
解
釈
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
頻
繁
に
単

独
で
比
較
さ
れ
て
い
る
。
星
象
の
観
察
は
、
実
際
に
は
劉
向
が
国
家
の
運
命
に
対
す
る
関
心
と
懸
念
を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

漢
人
は
一
般
的
に
、
地
上
の
州
や
国
、
郡
や
県
に
対
応
す
る
天
上
の
一
連
の
シ
ス
テ
ム
が
存
在
す
る
と
信
じ
て
お
り
、
天
上
か
ら
示
さ

れ
る
現
象
を
観
察
す
る
こ
と
で
、
地
上
の
州
国
郡
県
で
（
将
来
）
起
こ
る
で
あ
ろ
う
変
化
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。

元
延
三
年
、
蜀
郡
で
発
生
し
た
山
崩
川
竭
の
現
象
は
、
劉
向
を
深
く
心
配
さ
せ
た
。『
漢
書
五
行
志
』
に
は
、
劉
向
の
解
釈
が
記
さ
れ
る
。

 

劉
向
以
爲
陽
失
在
陰
者
、
謂
火
氣
來
煎
枯
水
、
故
川
竭
也
。
山
川
連
體
、
下
竭
上
崩
、
事
勢
然
也
。（
中
略
）
劉
向
以
爲
周
時
岐

山
崩
、
三
川
竭
、
而
幽
王
亡
。
岐
山
者
、
周
所
興
也
。
漢
家
本
起
於
蜀
漢
、
今
所
起
之
地
山
崩
川
竭
、（
中
略
）
殆
必
亡
矣
。（
劉

向
の
思
う
よ
う
、
陽
が
失
わ
れ
て
陰
に
あ
る
と
は
、
火
気
が
来
て
水
を
煎
り
枯
ら
し
、
そ
れ
ゆ
え
川
が
竭
れ
た
の
で
あ
る
。
山
と

川
は
体
を
連
ね
、
下
が
竭
れ
る
と
上
が
崩
れ
る
の
は
、
事
の
勢
い
が
し
か
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
劉
向
の
思
う
よ
う
、
周

の
時
代
に
岐
山
が
崩
れ
、
三
川
が
竭
れ
て
、
幽
王
が
亡
ん
だ
、
と
。
岐
山
は
、
周
が
興
起
し
た
地
で
あ
る
。
漢
家
は
も
と
蜀
漢
の

地
で
興
起
し
、
今
そ
の
興
起
し
た
地
で
山
が
崩
れ
川
が
竭
れ
た
。（
中
略
）
王
朝
の
滅
亡
は
必
至
で
あ
ろ
う
）

劉
向
は
、
ま
た
前
漢
の
王
室
の
一
族
で
も
あ
り
、
山
崩
川
竭
は
前
漢
の
近
い
未
来
の
崩
壊
を
予
示
し
て
お
り
、
彼
に
と
っ
て
は
受
け

入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
必
然
的
に
、
迫
り
来
る
滅
亡
を
救
う
た
め
の
手
段
を
講
じ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た

め
成
帝
に
奏
疏
を
提
出
し
た
。
奏
疏
は
成
帝
の
注
意
を
引
い
た
が
、
結
局
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
班
固
は
劉
向
の
論
讃
の
中
で
、

「
劉
氏
洪
範
論
發
明
大
傳
、
著
天
人
之
應
（
中
略
）
向
言
山
陵
之
戒
、
於
今
察
之
、
哀
哉
。（
劉
氏
の
『
洪
範
論
』
は
『
大
伝
』
を
発
明

し
て
、
天
人
の
相
応
を
著
わ
し
（
中
略
）
向
は
山
陵
の
戒
め
を
言
っ
た
が
、
今
に
し
て
こ
れ
を
察
す
る
に
、
ま
こ
と
に
哀
し
い
こ
と
で

あ
っ
た
。）」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
山
崩
川
竭
が
漢
人
の
思
想
に
お
い
て
ど
れ
だ
け
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
か
を
示
し
て
お

り
、
ま
た
一
般
的
な
認
識
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
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上
記
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
前
漢
時
代
に
お
い
て
は
、
山
陵
と
江
河
の
並
行
し
た
異
変
に
関
す
る
記
録
は
主
に
三
つ
の
形
態
に
分
け

ら
れ
た
。
そ
れ
は
山
が
崩
れ
て
水
が
出
る
、
あ
る
い
は
山
が
崩
れ
て
川
の
水
が
逆
流
す
る
、
ま
た
は
山
が
崩
れ
て
水
が
干
上
が
る
と
い
っ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
自
然
現
象
と
し
て
不
可
能
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
時
折
起
こ
り
、
国
家
の
興
亡
に
関
連
す
る
重
大
な

異
変
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
し
ば
し
ば
君
主
や
臣
下
に
恐
慌
を
引
き
起
こ
し
、
そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
厳
重
な
対
策
が
取
ら
れ
た
。
こ

れ
は
、
天
が
現
行
の
政
務
に
対
し
て
警
告
を
発
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
た
。
こ
れ
を
「
山
無
陵
、
江
水
爲
竭
」
と
い
う
表
現
の
意
味
を

理
解
す
る
た
め
の
要
点
と
し
て
考
え
る
と
、
そ
の
文
化
的
背
景
に
戻
っ
て
み
る
と
、
こ
れ
は
異
変
に
対
す
る
記
述
と
し
て
自
然
な
解
釈

と
な
る
。

三　
「
冬
雷
震
震
、
夏
雨
雪
」
考

次
に
「
冬
雷
」
と
「
夏
雪
」
に
つ
い
て
調
査
し
た
い
。
も
し
「
山
無
陵
、
江
水
爲
竭
」
が
漢
代
の
災
異
文
化
か
ら
生
ま
れ
た
文
脈
で

あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
同
じ
論
理
を
用
い
て
「
冬
雷
」
と
「
夏
雪
」
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

荀
悦
の
『
漢
紀
目
録
』
に
は
、「
凡
災
異
。
大
者
日
蝕
五
十
六
。
地
震
十
六
。
天
開
地
裂
五
。（
中
略
）
冬
雷
五
。
夏
雪
三
。（
凡
て
の

異
変
は
、
大
な
る
も
の
は
日
蝕
五
十
六
回
、
地
震
十
六
回
、
天
が
開
き
地
が
割
れ
る
こ
と
五
回
、（
中
略
）
冬
の
雷
五
回
、
夏
の
雪
三

回
。）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
冬
雷
」
と
「
夏
雪
」
も
陰
陽
の
災
異
学
説
に
よ
く
見
ら
れ
る
用
語
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。
災
異
と
瑞
祥
を
記
録
す
る
こ
と
は
、
荀
悦
が
『
漢
紀
』
を
編
纂
す
る
際
の
重
要
な
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
り
、
前
述
の
目
録
に
挙

げ
ら
れ
た
災
異
の
中
で
、
冬
雷
は
夏
雪
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
現
象
は
記
録
中
で
の
頻
度
は
多
く
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
余
冠
英
ら
が
理
解
す
る
よ
う
な
、
不
可
能
な
自
然
現
象
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。

前
漢
の
陰
陽
災
異
の
専
門
家
で
あ
る
京
房
は
、
元
帝
と
の
対
話
の
中
（『
漢
書
』
巻
七
十
五
）
で
、
当
時
の
災
異
を
分
析
し
て
「
今
陛

下
即
位
已
来
、
日
月
失
明
、
星
辰
逆
行
（
中
略
）
夏
霜
冬
雷
、
春
凋
秋
榮
（
中
略
）
春
秋
所
記
災
異
盡
備
（
い
ま
陛
下
に
即
位
以
来
、

日
月
が
そ
の
明
を
失
い
、
星
辰
が
そ
の
運
行
を
逆
さ
ま
に
し
、（
中
略
）
夏
に
霜
降
り
冬
に
雷
鳴
り
、
春
凋
み
秋
栄
り
（
中
略
）『
春
秋
』

に
記
載
す
る
天
災
地
異
は
こ
れ
を
す
べ
て
具
備
し
て
お
り
ま
す
。）」
と
述
べ
た
。
ま
た
、『
漢
書
』
巻
六
十
五
の
「
東
方
朔
伝
」
に
は
、

漢
代
の
災
異
文
化
と
漢
楽
府
鼓
吹
鐃
歌
「
上
邪
」
の
解
釈

27



東
方
朔
が
泰
階
六
府
の
説
を
奏
上
す
る
部
分
に
孟
康
の
言
葉
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、「
三
階
平
則
陰
陽
和
、
風
雨
時
（
中
略
）
三
階
不

平
、
則
五
神
乏
祀
、
日
有
食
之
、
水
潤
不
浸
、
稼
穑
不
成
、
冬
雷
夏
霜
」
と
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
引
用
文
に
「
冬
雷
」
と
「
夏
霜
」
が

言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
夏
霜
」
は
使
わ
れ
て
い
る
が
、
陰
陽
災
異
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
本
質
的
に
「
夏
雪
」
と
大
差
な
い
現

象
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
陰
が
陽
を
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
災
異
で
あ
る
。

『
漢
書
』
に
は
、
陰
陽
災
異
の
観
点
か
ら
の
「
冬
雷
」
や
「
夏
雪
」
に
関
す
る
専
門
的
な
解
説
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
発
生
し
た
と
さ

れ
る
冬
雷
や
夏
雪
の
出
来
事
に
つ
い
て
の
記
録
も
多
く
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
出
来
事
が
実
際
に
起
こ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て

も
、
少
な
く
と
も
漢
人
の
観
念
で
は
、
こ
れ
ら
の
出
来
事
は
実
際
で
あ
り
信
頼
性
が
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
あ
っ
た
た
め
に
、

歴
史
書
に
特
別
な
体
裁
を
持
っ
て
記
録
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。『
漢
書
五
行
志
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
た
。

① 

惠
帝
二
年
、
天
雨
血
於
宜
陽
（
中
略
）
時
又
冬
雷
、
桃
李
華
、
常
奧
之
罰
也
。（
惠
帝
二
年
、
天
が
宜
陽
に
血
を
雨
ら
す
（
中

略
）
当
時
、
ま
た
冬
に
雷
に
鳴
り
、
桃
・
李
が
華
を
開
い
た
の
は
、
常
燠
の
罰
で
あ
る
。） 

（『
漢
書
』
巻
二
十
七
中
之
下
）

② 

秦
始
皇
帝
即
位
尚
幼
、
委
政
太
后
、
太
后
淫
於
呂
不
韋
及
嫪
毐
（
中
略
）
故
天
冬
雷
、
以
見
陽
不
禁
閉
、
以
涉
危
害
、
舒
奧
迫

近
之
變
也
。（
秦
の
始
皇
帝
が
即
位
し
た
と
き
年
ま
だ
幼
く
、
政
事
は
太
后
に
委
ね
ら
れ
、
太
后
は
呂
不
韋
と
嫪
毐
に
淫
行
が
あ

り
、（
中
略
）
そ
れ
ゆ
え
天
が
冬
、
雷
電
し
、
も
っ
て
陽
の
気
が
禁
閉
せ
ず
、
そ
の
た
め
危
害
に
渉
る
こ
と
を
示
し
た
の
は
、
舒

奧
迫
近
の
変
異
で
あ
る
。） 

（『
漢
書
』
巻
二
十
七
中
之
下
）

『
漢
書
李
尋
伝
』（
巻
七
十
五
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

 

又
錯
以
山
崩
地
動
、
河
不
用
其
道
。
盛
冬
靁
電
、
潛
龍
爲
孽
。（
ま
た
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
、
山
が
崩
れ
地
が
動
い
て
黄
河
が
そ
の

河
道
を
変
え
ま
し
た
。
厳
冬
に
雷
電
が
あ
り
、
潛
龍
が
あ
ら
わ
れ
て
孽
を
な
し
ま
し
た
。）

『
漢
書
杜
鄴
伝
』（
巻
八
十
五
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

 

漢
興
、
呂
太
后
權
私
親
屬
、
又
以
外
孫
爲
孝
惠
后
、
是
時
繼
嗣
不
明
、
凡
事
多
晻
、
晝
昏
冬
雷
之
變
、
不
可
勝
載
。（
漢
が
興
る

と
、
呂
太
后
は
権
力
を
自
分
の
親
属
で
私
占
し
、
ま
た
外
孫
を
孝
惠
后
と
し
た
が
、
当
時
、
継
嗣
が
英
明
で
な
く
、
万
事
に
暗
愚

な
と
こ
ろ
が
多
く
、
昼
昏
く
冬
に
雷
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
異
変
が
記
載
し
き
れ
ぬ
ほ
ど
多
く
あ
り
ま
し
た
。）

『
漢
書
五
行
志
』（
巻
二
十
七
中
之
下
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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文
帝
四
年
六
月
、
大
雨
雪
。
後
三
歲
淮
南
王
長
謀
反
、
發
覺
、
遷
、
道
死
。
京
房
『
易
傳
』
曰
:「
夏
雨
雪
、
戒
臣
爲
亂
。」（
文

帝
四
年
六
月
、
大
い
に
雪
が
降
っ
た
。
三
年
後
、
淮
南
王
長
の
謀
叛
が
発
覚
し
て
、
蜀
に
遷
さ
れ
、
そ
の
途
中
で
死
ん
だ
。
京
房

の
『
易
伝
』
に
い
う
、「
夏
、
雪
が
降
れ
ば
、
臣
下
の
反
乱
に
警
戒
せ
よ
」
と
。）

冬
雷
と
夏
雪
は
、
漢
人
の
陰
陽
災
異
の
観
念
に
お
い
て
一
般
的
な
災
異
の
一
つ
で
あ
り
、
冬
雷
と
夏
雪
の
発
生
原
理
に
は
違
い
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
政
治
が
通
常
と
異
な
る
方
向
に
向
か
う
際
に
そ
れ
ら
が
現
れ
る
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

山
が
崩
れ
水
が
竭
き
る
事
態
に
つ
い
て
、
政
府
の
官
僚
や
経
学
者
は
常
に
冬
雷
と
夏
雪
の
現
象
を
注
視
し
、
政
策
の
過
失
に
対
処
し
、

そ
の
欠
点
を
ど
の
よ
う
に
補
う
べ
き
か
を
検
討
し
た
。
こ
れ
は
「
政
失
於
此
、
則
變
見
於
彼
、
猶
景
之
象
形
、
響
之
應
聲
。
是
以
明
君

覩
之
而
寤
、
飭
身
正
事
、
思
其
咎
謝
、
則
禍
除
而
福
至
、
自
然
之
符
也
。（
政
治
が
こ
こ
に
失
敗
す
れ
ば
、
異
変
が
か
し
こ
に
あ
ら
わ
れ

る
こ
と
、
な
お
陰
影
が
形
に
象
、
響
き
が
声
に
応
ず
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
明
君
が
こ
れ
を
見
て
感
悟
り
、
身
を
つ
つ
し
み

事
を
正
し
、
そ
の
咎
を
謝
び
よ
う
と
思
う
な
ら
、
禍
い
が
除
か
れ
福
が
来
る
の
は
、
自
然
の
符
で
あ
る
。）」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
（『
漢

書
天
文
志
』
巻
二
十
六
）。

こ
れ
に
よ
っ
て
、「
上
邪
」
に
登
場
す
る
「
冬
雷
」
と
「
夏
雪
」
は
、
漢
代
に
お
い
て
不
可
能
な
自
然
現
象
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分

か
る
。
山
が
崩
れ
た
り
水
が
涸
れ
た
り
す
る
の
と
同
様
に
、「
冬
雷
」
と
「
夏
雪
」
も
政
府
の
関
心
を
常
に
引
く
災
異
の
一
種
で
あ
っ
た

と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、「
冬
雷
震
震
、
夏
雨
雪
」
と
い
う
表
現
は
、
非
常
に
率
直
で
素
朴
に
、「
冬
雷
」
と
「
夏
雪
」
の
災
異
を
直

接
的
に
描
写
し
て
い
る
と
言
え
る
。

四　
「
天
地
合
」
考

同
じ
視
点
か
ら
「
天
地
合
」
も
ま
た
一
種
の
災
異
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
文
字
通
り
に
理
解
す
る
と
、「
天
地
合
」
は
天
地
が
閉
じ

合
う
こ
と
を
意
味
し
、
天
地
の
終
わ
り
を
示
唆
し
て
い
る
。

漢
代
以
降
、
災
異
に
関
す
る
文
献
や
議
論
で
は
、
天
地
が
崩
壊
す
る
と
い
う
考
え
が
広
ま
っ
て
お
り
、
数
年
後
に
は
天
地
が
徐
々
に

近
づ
き
合
い
、
地
が
天
を
支
え
る
ほ
ど
に
高
く
な
り
、
最
終
的
に
は
天
が
低
く
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。『
初
学
記
』
巻
一
天
部
「
倚
杵
」
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に
は
、
漢
代
の
緯
書
『
河
圖
挺
佐
輔
』
を
引
用
し
、「
百
世
之
後
、
地
高
天
下
、
不
風
不
雨
、
不
寒
不
暑
、
民
復
食
土
、
皆
知
其
母
、
不

知
其
父
。
如
此
千
歳
之
後
、
則
天
可
倚
杵
、
洶
洶
隆
隆
、
曾
莫
知
其
終
始
（
百
世
の
後
、
地
は
高
く
天
は
下
り
、
風
せ
ず
雨
せ
ず
、
寒

な
ら
ず
暑
な
ら
ず
、
民
復
た
土
を
食
ひ
、
皆
、
其
の
母
を
知
る
も
、
其
の
父
を
知
ら
ず
。
此
く
の
如
く
、
千
歳
の
後
、
則
ち
天
は
杵
に

倚
る
べ
く
、
洶
洶
た
り
隆
隆
た
り
、
曾
て
其
の
終
始
を
知
る
莫
し
。）」
と
あ
る
。
こ
の
書
で
は
、
百
世
後
に
は
地
が
高
く
な
り
、
陰
陽

が
逆
転
し
、
人
間
関
係
が
混
乱
す
る
と
予
言
さ
れ
て
い
る
。

「
山
無
陵
」、「
江
水
爲
竭
」、「
冬
雷
」、「
夏
雨
雪
」
に
比
べ
て
、「
天
地
合
」
は
よ
り
深
刻
な
災
異
の
よ
う
に
思
え
、
こ
の
中
で
世
界

は
破
壊
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
漢
代
の
緯
書
『
易
緯
是
類
謀
』
は
、「
天
地
合
」
の
後
の
世
界
の
光
景
を
次
の
よ
う
に
記
す
。

 

天
子
亡
徴
九
（
中
略
）
八
曰
乾
氣
不
效
、
天
下
耀
空
。（
中
略
）
山
泉
揚
、
志
射
潰
、
地
裂
山
崩
。（
中
略
）
天
卑
地
高
、
雷
讙

虹
行
、
天
星
晝
奔
。
上
無
乾
、
下
無
星
、
天
地
昧
昧
、
履
踐
冰
。（
中
略
）
間
可
倚
杵
、
於
何
藏
。（
天
子
の
亡
徴
は
九
つ
あ
り
、

（
中
略
）
八
に
曰
く
乾
氣
效
か
ず
、
天
下
耀
き
て
空
し
。（
中
略
）
山
泉
揚
が
り
、
志
射
潰
れ
、
地
裂
き
山
崩
る
。（
中
略
）
天
卑
く

地
高
く
、
雷
讙
し
く
虹
行
き
、
天
星
晝
に
奔
る
。
上
に
乾
無
く
、
下
に
星
無
く
、
天
地
昧
昧
た
り
、
冰
を
履
踐
す
。（
中
略
）
間
た

ま
杵
に
倚
る
べ
く
、
何
に
於
ひ
て
藏
れ
ん
や（

（1
（

。）

天
地
が
交
合
し
た
後
、
人
々
の
倫
理
道
徳
は
消
え
、
君
臣
は
攻
め
あ
い
、
父
子
は
互
い
に
認
識
で
き
な
く
な
り
、
民
衆
の
心
は
悲
し

み
で
満
ち
、
山
泉
は
噴
火
し
、
地
は
割
れ
山
は
崩
れ
る
。
妖
怪
が
異
常
な
事
件
を
引
き
起
こ
し
、
四
季
の
区
別
が
な
く
な
り
、
天
地
は

混
沌
と
し
た
状
態
に
陥
る
。
天
地
が
こ
の
よ
う
に
接
近
す
る
た
め
、
わ
ず
か
な
材
料
で
天
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
と
な
る
。
こ

れ
が
当
時
の
「
倚
杵
」
説
の
出
所
で
あ
り
、『
初
学
記
』
の
「
天
部
」
に
も
「
倚
杵
」
に
関
す
る
記
事
が
専
門
的
に
書
か
れ
て
い
る
。
初

唐
の
詩
人
楊
炯
は
「
大
周
明
威
将
軍
梁
公
神
道
碑
」
で
「
恐
元
穹
倚
杵
、
碧
海
成
桑（
（1
（

」
と
記
し
て
お
り
、
天
地
の
交
合
と
滄
海
桑
田
の

比
喩
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
「
上
邪
」
の
「
天
地
合
」
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。

『
資
治
通
鑑
』
に
よ
れ
ば
、
漢
代
に
は
「
天
地
合
」
の
災
異
観
念
が
道
教
思
想
の
中
に
も
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
記
述
は
次
の
よ
う
に

記
載
さ
れ
た
。

 

初
、
成
帝
時
、
齊
人
甘
忠
可
詐
造
天
官
曆
、
包
元
太
平
經
十
二
卷
、
言
漢
家
逢
天
地
之
大
終

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
當
更
受
命
於
天

4

4

4

4

4

4

、
以
敎
渤
海
夏

賀
良
等
。（
中
略
）
賀
良
等
複
私
以
相
敎
。
上
即
位
、
司
隸
校
尉
解
光
、
騎
都
尉
李
尋
白
賀
良
等
、
皆
待
詔
黃
門
、
數
召
見
、
陳
說
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「
漢
曆
中
衰

4

4

4

4

、
當
更
受
命

4

4

4

4

。
成
帝
不
應
天
命
、
故
絕
嗣
。
今
陛
下
久
疾
、
變
異
屢
數
、
天
所
以
譴
吿
人
也
。
宜
急
改
元
易
號
、
乃
得

延
年
益
壽
、
皇
子
生
、
災
異
息
矣
。
得
道
不
得
行
、
咎
殃
且
無
不
有
、
洪
水
將
出
、
災
火
且
起
、
滌
蕩
民
人
。」（
初
め
、
成
帝
の

時
、
齊
人
の
甘
忠
可
は
天
官
曆
、
包
元
太
平
經
十
二
卷
を
詐
造
す
、
漢
家
は
天
地
の
大
終
に
逢
ひ
、
當
に
更
に
命
を
天
よ
り
受
く

べ
し
と
言
ふ
、
以
て
渤
海
の
夏
賀
良
等
に
敎
ふ
。（
中
略
）
賀
良
等
複
た
私
か
に
以
て
相
ひ
敎
ふ
。
上
、
位
に
即
き
、
司
隸
校
尉
の

解
光
、
騎
都
尉
の
李
尋
は
賀
良
等
を
白
（
も
う
）
す
、
皆
詔
を
黃
門
に
待
ち
、
數
々
召
見
す
、
陳
說
す
る
に
漢
曆
中
衰
し
、
當
に

更
に
命
を
受
く
べ
し
。
成
帝
天
命
に
應
ぜ
ず
、
故
に
嗣
を
絕
つ
。
今
陛
下
久
し
く
疾
み
、
變
異
屢
々
數
々
と
す
、
天
以
て
人
に
譴

吿
す
る
所
な
り
。
宜
し
く
急
ぎ
て
元
を
改
め
號
を
易
る
べ
し
、
乃
ち
年
を
延
び
壽
を
益
し
、
皇
子
を
生
み
、
災
異
を
息
む
こ
と
を

得
。
道
を
得
る
も
行
ひ
を
得
ず
、
咎
殃
且
に
有
ら
ざ
る
こ
と
無
か
ら
ん
、
洪
水
將
に
出
で
、
災
火
且
に
起
こ
り
、
民
人
を
滌
蕩
せ

ん
と
す
。） 

（『
資
治
通
鑑
』
巻
三
十
四
、
漢
紀
哀
帝
建
平
二
年
）

上
記
の
歴
史
記
録
は
、
実
際
に
は
複
数
の
資
料
か
ら
の
引
用
で
構
成
さ
れ
、
司
馬
光
が
そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
て
一
つ
の
完
全
な
叙
述
の

構
図
を
作
成
し
、
議
論
を
展
開
し
や
す
く
す
る
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
引
用
元
は
『
資
治
通
鑑
』
と
な
っ
て

い
る
。
甘
忠
可
が
作
成
し
た
「
天
官
暦
」
と
「
包
元
太
平
経
」
で
は
、
漢
の
王
朝
が
天
地
の
終
わ
り
を
迎
え
、
再
び
天
命
を
受
け
る
と

い
う
観
点
が
宣
伝
さ
れ
て
い
た
。
甘
忠
可
は
成
帝
に
対
し
て
天
地
の
終
わ
り
と
再
び
天
命
を
受
け
る
と
い
う
考
え
を
述
べ
た
際
、
偽
り

を
言
っ
て
人
々
を
惑
わ
す
罪
と
さ
れ
、
獄
中
で
死
亡
し
た
。
甘
忠
可
の
弟
子
で
あ
る
夏
賀
良
ら
は
彼
の
教
え
を
引
き
継
ぎ
、
哀
帝
が
即

位
し
た
後
も
再
び
天
地
の
終
わ
り
と
再
受
命
の
考
え
を
上
に
陳
述
し
た
。
甘
忠
可
、
夏
賀
良
ら
の
推
論
に
よ
れ
ば
、
漢
の
歴
史
は
既
に

終
わ
り
、
天
地
も
終
わ
る
運
命
に
あ
り
、
た
だ
即
座
に
元
号
を
改
め
、
称
号
を
変
更
す
る
こ
と
で
、
天
地
の
終
わ
り
と
い
う
災
難
を
回

避
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
。
哀
帝
は
夏
賀
良
の
提
案
に
従
い
、
元
号
を
太
初
元
年
に
改
め
、
名
前
を
「
陳
聖
劉
太
平
皇
帝
」
と
変
更
し

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
天
地
合
」
は
災
異
の
中
で
最
も
恐
ろ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

甘
忠
可
は
濱
海
斉
人
で
、
彼
が
作
成
し
た
「
天
官
暦
」
と
「
包
元
太
平
経
」
は
、
道
教
の
書
物
の
よ
う
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
当

時
の
道
教
の
教
義
に
は
「
劫
数
」
と
い
う
概
念
が
存
在
し
、
こ
れ
は
「
上
邪
」
の
「
天
地
合
」
の
描
写
に
類
似
し
て
い
る
。『
魏
書
釋
老

志
』
に
見
え
る
。

 

（
道
家
）
又
稱
劫
數
、
頗
類
佛
經
。
其
延
康
、
龍
漢
、
赤
明
、
開
皇
之
屬
、
皆
其
名
也
。
及
其
劫
終
、
稱
天
地
俱
壞
。
其
書
多
有
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禁
秘
、
非
其
徒
也
、
不
得
輒
觀
。（
又
劫
数
を
い
う
が
そ
れ
は
お
う
か
た
仏
経
の
所
説
に
類
似
し
て
い
る
。
延
康
、
竜
漢
、
赤
明
、

開
皇
な
ど
が
皆
そ
の
劫
の
名
で
あ
る
。
そ
の
劫
が
終
る
に
及
ん
で
、
天
地
が
と
も
に
壊
れ
る
と
称
す
る
。
そ
の
書
に
は
多
く
禁
秘

が
あ
っ
て
そ
の
徒
で
な
い
と
た
や
す
く
は
観
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。）

こ
う
し
た
類
似
表
現
は
、
道
教
の
教
義
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
劫
数
と
は
、
天
地
が
崩
壊
し
、
政
権
の
天
命
が
終
わ
る
こ
と
を
指
す
。

そ
の
後
、
天
地
が
正
常
に
戻
る
と
、
再
び
新
た
な
政
権
が
天
命
を
受
け
て
天
下
を
統
治
し
、
太
平
の
時
代
が
始
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、「
天
地
合
」
と
い
う
考
え
方
は
、
天
地
の
崩
壊
自
体
は
実
際
に
は
起
こ
ら
な
く
て
も
、
道
教
の
普
及
と
共
に
信
者
の
間
で
広

ま
り
、
一
般
の
人
々
の
間
で
も
一
般
的
な
概
念
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
人
々
か
ら
す
れ
ば
、「
天
地
合
」
は
あ
り
え
な
い
自
然
現
象
で
は
な
く
、
い
つ
で
も
訪
れ
る
可
能
性
の
あ
る
世
界
の
終
焉
と
考

え
ら
れ
て
い
た（

（1
（

。
こ
れ
は
、「
山
無
陵
」、「
江
水
爲
竭
」、「
冬
雷
」、「
夏
雨
雪
」
な
ど
の
災
異
と
比
較
し
て
も
、「
天
地
合
」
は
終
末
レ

ベ
ル
の
災
厄
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

お
わ
り
に

上
記
の
「
上
邪
」
の
第
二
部
分
に
お
け
る
五
つ
の
現
象
の
考
察
よ
り
、「
上
邪
」
は
瑞
祥
と
異
変
の
知
識
観
念
に
包
ま
れ
て
生
ま
れ
た

詩
作
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
山
崩
れ
、
川
枯
れ
、
冬
雷
、
夏
雪
、
そ
し
て
天
地
の
合
一
は
、
従
来
の
解
釈
者
が
考
え
て
い
た
よ
う

に
不
可
能
な
自
然
現
象
で
は
な
く
、
当
時
の
人
々
に
信
じ
ら
れ
て
お
り
、
一
般
的
な
異
変
の
現
象
で
あ
り
、
王
朝
の
政
権
や
社
会
の
混

乱
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ま
で
五
つ
の
現
象
を
絶
対
に
起
こ
り
得
な
い
自
然
現
象
と
理
解
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て

「
我
」
と
「
君
」
の
関
係
が
不
可
侵
の
も
の
で
あ
る
あ
る
と
す
る
主
張
は
成
り
立
た
な
い
も
の
と
な
る
。「
上
邪
」
を
臣
下
が
君
主
に
忠

誠
を
誓
う
詩
と
解
釈
し
た
り
、
男
女
の
情
愛
の
詩
と
解
釈
す
る
見
方
は
説
得
力
を
持
た
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
上
邪
」
の
テ
キ
ス
ト
を
考
証
す
れ
ば
、
こ
の
詩
が
誤
っ
て
解
釈
さ
れ
る
理
由
の
大
部
分
は
、
そ
の
表
現
が
あ
ま
り
に
も
直
接
的
で
あ

り
、
時
代
の
知
識
構
造
や
歴
史
的
文
脈
を
軽
視
し
や
す
く
、
各
時
代
の
支
配
的
な
概
念
の
前
提
に
基
づ
い
て
詩
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る

こ
と
に
帰
結
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
れ
だ
け
直
接
的
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
て
も
、
し
ば
し
ば
文
化
的
な
文
脈
に
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依
存
す
る
傾
向
が
あ
る
。
伝
統
社
会
の
知
識
人
は
主
君
と
臣
民
の
大
義
か
ら
、
現
代
社
会
の
学
者
は
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
愛
の
普
遍
的
な

概
念
か
ら
、「
上
邪
」
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
社
会
の
主
流
の
概
念
が
変
化
す
る
と
、「
上
邪
」
を
解
釈
す
る
た
め
に

必
要
な
文
化
的
な
文
脈
も
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。
最
も
明
白
な
証
拠
は
、
新
文
化
運
動
が
伝
統
的
な
主
君
と
臣
民
の
概
念
を
解
体
し
た

後
、「
上
邪
」
の
詩
が
恋
愛
詩
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

「
上
邪
」
の
詩
が
生
ま
れ
、
伝
え
ら
れ
た
歴
史
的
文
脈
に
お
い
て
、
そ
の
意
図
は
一
体
何
を
指
し
て
い
る
の
か
。
山
崩
れ
、
川
が
枯

れ
、
冬
の
雷
、
夏
の
雪
、
そ
し
て
天
地
の
合
が
起
こ
っ
た
後
、「
私
」
と
「
君
」
は
ど
の
よ
う
な
理
解
を
も
っ
て
、「
私
」
は
「
君
」
と

の
関
係
を
断
絶
す
る
勇
気
を
持
っ
た
の
か
。
こ
の
解
釈
の
道
筋
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
る
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
漢
魏

晋
時
代
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
集
団
間
の
関
係
が
、
災
異
の
出
現
の
有
無
を
基
に
、
そ
の
存
続
や
決
裂
を
判
断
す
る
前
提
と
し
て
影

響
を
受
け
る
の
で
あ
る
か
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
は
「
私
」
と
「
君
」
が
具
体
的
に
指
す
も
の
を
探
求
す
る
上
で
重
要
な
思
考
の
道
で
あ

る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
現
時
点
で
は
「
私
」
と
「
君
」
の
具
体
的
な
身
分
を
明
ら
か
に
す
る
直
接
の
資
料
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

そ
の
た
め
、
自
身
の
考
え
に
基
づ
い
て
可
能
性
が
あ
る
仮
説
を
提
出
す
る
し
か
な
い
。
即
ち
、
新
し
い
『
君
臣
』
の
関
係
仮
説
で
あ
る
。

こ
れ
は
一
般
の
人
々
に
批
判
の
余
地
を
提
供
し
、
賢
明
な
人
々
に
よ
り
信
服
力
が
高
い
意
見
が
示
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

前
漢
時
代
、
災
異
現
象
の
直
接
的
な
責
任
者
は
一
般
的
に
は
皇
帝
自
身
と
さ
れ
て
い
た
。
災
異
は
天
か
ら
君
主
へ
の
警
告
と
考
え
ら

れ
、
そ
の
た
め
皇
帝
で
あ
る
者
の
み
が
災
異
の
責
任
を
取
る
資
格
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
災
異
が
発
生
す
る
と
、
君
主
は
通
常
、

自
ら
の
過
失
を
認
め
る
詔
勅
を
発
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
哀
帝
の
建
平
元
年
（
紀
元
前
六
年
）
は
、
災
異
の
現
象
を
理
由
に
し
て
三
公

の
大
臣
を
解
任
す
る
事
件
が
初
め
て
出
現
し
た（

（1
（

。『
漢
書
』
巻
八
十
六
「
師
丹
伝
」
に
は
、「
間
者
陰
陽
不
調
、
寒
暑
失
常
、
變
異
婁
臻
。

山
崩
地
震
、
河
決
泉
湧
、
流
殺
人
民
、
百
姓
流
連
、
無
所
歸
心
、
司
空
之
職
尤
廢
焉
（
中
略
）
其
上
大
司
空
高
樂
侯
印
綬
、
罷
歸
。（
ち

か
ご
ろ
陰
陽
が
調
和
せ
ず
、
寒
暑
が
異
常
で
、
天
変
地
異
が
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
山
が
崩
れ
地
が
震
い
、
河
が
決
て
泉
が
湧

い
て
、
人
民
を
流
し
殺
し
、
百
姓
は
流
浪
し
て
、
心
を
寄
せ
る
所
も
な
く
、
司
空
の
職
が
も
っ
と
も
廃
れ
て
い
る
。（
中
略
）
そ
れ
大
司

空
高
楽
侯
の
印
綬
を
返
上
し
、
や
め
て
国
に
帰
れ
。）」
と
い
う
内
容
の
策
免
詔
書
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
当
時
の
大
司

空
で
あ
っ
た
師
丹
が
罷
免
さ
れ
た
。
時
代
の
災
異
文
化
の
論
理
に
従
え
ば
、
各
々
の
災
異
の
発
生
は
、
天
が
君
主
に
対
す
る
警
告
で
あ

る
と
さ
れ
た
。
君
主
は
こ
れ
ら
の
天
か
ら
の
警
告
に
対
し
て
応
じ
る
必
要
が
あ
り
、
政
治
改
革
の
問
題
も
含
ま
れ
て
お
り
、
大
赦
、
税
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の
免
除
、
賢
良
方
正
の
登
用
な
ど
が
具
体
的
な
手
段
と
し
て
取
ら
れ
た
。
災
異
を
無
視
し
た
り
適
切
に
対
処
し
な
か
っ
た
り
す
る
と
、

最
終
的
に
は
天
命
の
転
移
、
つ
ま
り
国
家
の
滅
亡
を
招
く
可
能
性
が
あ
り
、
君
主
は
そ
の
君
主
と
し
て
の
合
法
性
を
失
い
、
新
た
な
政

権
と
君
主
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
も
し
「
私
」
を
臣
子
、「
君
」
を
君
主
と
理
解
す
れ
ば
、「
上
邪
」
は
君
臣
関
係
を
表
現
す
る
詩
と
し
て
、

災
異
文
化
を
利
用
し
て
い
る
。
臣
子
の
「
私
」
は
「
君
主
」
の
評
価
を
得
て
、
そ
の
寵
愛
を
受
け
、
確
か
な
君
臣
関
係
を
築
き
た
い
と

願
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
山
が
崩
れ
、
川
が
涸
れ
、
冬
に
雷
鳴
り
、
夏
に
雪
が
降
る
、
天
地
が
逆
転
す
る
な
ど
の
五
つ
の
異
常
な
災
異

が
続
発
す
る
こ
と
で
、
君
主
が
持
っ
て
い
る
天
命
は
次
第
に
揺
ら
ぎ
、「
私
」
と
「
君
」
の
間
の
君
臣
関
係
は
崩
壊
し
、
断
絶
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
る
。
連
続
す
る
災
異
の
発
生
は
、
間
接
的
に
君
主
の
愚
鈍
さ
や
政
治
の
腐
敗
を
示
唆
し
て
お
り
、
君
主
が
改
善
し
よ
う
と
せ

ず
、
最
終
的
に
は
天
命
の
転
移
が
起
こ
り
、
社
会
的
な
動
揺
や
王
朝
の
交
代
が
生
じ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
別
の
観
点
か
ら
見
る

と
、「
上
邪
」
は
君
主
へ
の
忠
告
の
詩
と
し
て
理
解
で
き
、
君
主
に
対
し
て
天
か
ら
の
災
異
の
警
告
を
積
極
的
か
つ
効
果
的
に
処
理
し
、

君
臣
関
係
を
永
続
的
に
保
つ
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

注

（
１
）  

蕭
滌
非
『
漢
魏
六
朝
楽
府
文
学
史
（
增
補
本
）』（
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）
参
照
。

（
２
）  

陳
本
礼
『
漢
詩
統
箋
』
巻
二
「
樂
府
」
の
項
目
を
参
照
（
中
華
書
局
、
二
〇
二
〇
年
版
）。

（
３
）  

趙
敏
俐
は
、「
漢
鼓
吹
鉦
歌
十
八
曲
」
が
軍
楽
と
し
て
の
議
論
か
ら
抜
け
出
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
同
時
に
、「
鼓
吹
」
や
「
鼓
吹
」
と

「
鉦
歌
」
が
前
漢
時
代
に
お
け
る
実
際
の
使
用
状
況
も
考
慮
す
べ
き
だ
と
述
べ
る
。
趙
敏
俐
「
漢
鼓
吹
鐃
歌
十
八
曲
研
究
」（『
中
國
中
世
文

學
研
究
』
第
四
十
二
号
、
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。

（
４
）  

厳
羽
撰
、
郭
紹
虞
校
釈
『
滄
浪
詩
話
校
釋
』（
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
六
一
年
）
二
一
二
~
二
一
三
頁
参
照
。

（
５
）  

許
學
夷
『
詩
源
辨
體
』（
人
民
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
六
九
頁
参
照
。

（
６
）  

陳
祚
明
『
采
菽
堂
古
詩
選
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
十
八
頁
参
照
。
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（
７
）  

張
玉
榖
『
古
詩
賞
析
』（
中
華
書
局
、
二
〇
一
七
年
）
一
一
六
頁
参
照
。

（
８
）  

魏
源
『
詩
比
興
箋
（
稿
本
）』（
嶽
麓
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）
三
六
〇
頁
参
照
。

（
９
）  
増
田
清
秀
『
楽
府
の
歴
史
的
研
究
』（
創
文
社
、
一
九
七
五
年
）
六
五
頁
参
照
。

（
10
）  
鈴
木
修
次
『
魏
晋
詩
の
研
究
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
六
七
年
）
一
四
五
、
一
四
六
頁
参
照
。

（
11
）  

梁
啓
超
『
中
國
之
美
文
及
其
歷
史
』（
中
華
書
局
、
二
〇
一
五
年
）
四
三
頁
参
照
。

（
12
）  

余
冠
英
『
漢
魏
六
朝
詩
選
』（
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
五
八
年
）
二
七
頁
参
照
。

（
13
）  

大
庭
脩
『
漢
書
百
官
公
卿
表
訳
注
』（
朋
友
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
。

（
14
）  

『
太
平
御
覽
』
巻
八
七
四
、
咎
徴
部
一
（
新
興
書
局
、
一
九
五
九
年
）
三
七
九
三
頁
参
照
。

（
15
）  

楊
炯
撰
、
祝
尚
書
箋
注
『
楊
炯
集
箋
注
』（
中
華
書
局
、
二
〇
一
六
年
）
七
五
六
頁
参
照
。

（
16
）  

鍾
國
發
「
魏
晋
南
北
朝
隋
唐
的
道
教
末
世
太
平
理
想
」（『
傳
統
中
國
研
究
集
刊
』
二
〇
一
二
年
九
、
十
合
集
）
参
照
。

（
17
）  

影
山
輝
國
「
漢
代
に
お
け
る
災
異
と
政
治
:
宰
相
の
災
異
責
任
を
中
心
に
」（『
史
学
雑
誌
』
第
九
〇
卷
第
八
号
）
参
照
。
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